
都市計画法開発許可制度便覧の改正について 

都市計画法開発許可制度便覧の一部を次のように改正する。 

頁 新 旧 備考 

701 ３ 宅地造成及び特定盛土等規制法 

開発区域が宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域にある場合は、開発許可を受けた場合は、同法によ

る許可は受けたものとみなされる。そのため、同法に基づく完了検査等が必要になる。 

なお、本県では令和５年７月１８日現在、仙台市内以外に規制区域はない。 

 

３ 宅地造成等規制法 

開発区域が宅地造成等規制法による規制区域にある場合は、開発許可を受けた場合は、同法による許可は 

不要である。 

なお、本県では令和４年４月１日現在、仙台市内以外に規制区域はない。 

 

■令和 5 年 5 月 26 日に

宅地造成及び特定盛土

等規制法が施行された

ことに伴い、改正するも

の。 



704 

  

■改正理由 

特定都市河川浸⽔被害

対策法に基づき吉田川・

高城川流域が特定都市

河川流域に指定された

ことに伴い，改正するも

の。また、併せて所要の

修正をするもの。 



705 

  

■改正理由 

特定都市河川浸⽔被害

対策法に基づき吉田川・

高城川流域が特定都市

河川流域に指定された

ことに伴い，改正するも

の。 

令和 5 年 5 月 26 日に宅

地造成及び特定盛土等

規制法が施行されたこ

とに伴い、改正するも

の。 



707 

 

 

■改正理由 

特定都市河川浸⽔被害

対策法に基づき吉田川・

高城川流域が特定都市

河川流域に指定された

ことに伴い，改正するも

の。 

令和 5 年 5 月 26 日に宅

地造成及び特定盛土等

規制法が施行されたこ

とに伴い、改正するも

の。 



710 

 
 

 

■改正理由 

特定都市河川浸⽔被害

対策法に基づき吉田川・

高城川流域が特定都市

河川流域に指定された

ことに伴い，改正するも

の。 

この都市計画法開発許可制度便覧は，令和５年７月１８日から施行する。 

－ 710 － 


